
造林事業請負契約書（案） 
 

 
  １    事  業    名     綿田三宅山造林(下刈作業外)事業請負(大分中部) 
 
  ２    履 行  場  所     綿田三宅山国有林 ２０５５わ 1林小班外 

              別紙、図面のとおり 
 
  ３    事 業 内 容     下刈作業   ３４．９２ha 

              林道刈払作業  ２．６４ha（6，590ｍ） 

別紙、作業内訳書のとおり 
 
  ４   事 業  期  間    契約日の翌日から 
                         令和 ８年１０月３０日 まで 

        （ただし、作業種別又は箇所別の事業期間は、別紙、作業内訳書のとおり） 
 
 ５    作  業  仕  様     別紙、作業仕様書のとおり 
  
 ６    請  負  金  額     金〇〇〇〇〇〇〇〇円 
 
      （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金〇〇〇〇円也） 
 
  ７    選 択 条 項  

別冊約款中選択される条項は次のとおりである。 
（選択されるものは○印、削除されるものは×印） 

 
適用削除の区分

 
選     択    条    項 

 
× 

 
 契約保証金の納付 

 
 第４条第１項第１号 

 
× 

 

 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等

の提供 

 
 第４条第１項第２号 

 
× 

 
 銀行、請負者が確実と認める金融機関等の保証 

 
 第４条第１項第３号 

 
× 

 
 公共工事履行保証証券による保証 

 
 第４条第１項第４号 

 
× 

 
 履行保証保険契約の締結 

 
 第４条第１項第５号 

 
× 

 
 支給材料及び貸与品 

 
 第１５条 

 
× 

 
 前金払 

 
   分の  以内 

 
 第３５条第１項 

 
× 

 
 中間前金払 

 
 第３５条第３項 

 
○ 

 
 部分払 

 
 (作業期間中 １回以内とする) 

 
 第３８条 

 
× 

 
 国庫債務負担行為に係る契約の特則  

 
 第４０条 



 ８   支給材料及び貸与物件 
 

品  名 
 
品質規格 

 
数 量 

 
引渡予定場所 

 
引 渡 予 定 月 日 

 
なし 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 ９   特約事項 

（１） 別紙、特約条件及び特記仕様書のとおり 

（２） 当該契約に係る技術提案については、別冊のとおりとする 
 
 
  上記の事業について、発注者 分任支出負担行為担当官  大分森林管理署長 平浪 浩二と請負者 

 ○○〇は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び九州森林管理局長の定める国有

林野事業造林事業請負契約約款、造林事業請負標準仕様書によって公正な請負契約を締結し、信義に

従って誠実にこれを履行するものとする。 
 また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は、別紙、共同事業体協定書により契

約書記載の事業を共同連帯して請け負う。 
 本契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を所有する。 
 
 
令和８年○○月○○日 
 
            発注者   住  所    大分県大分市王子北町３番４６号 
                            分任支出負担行為担当官 
                               大分森林管理署長  平浪 浩二   
 
            請負者    住 所    ○○県○○市○○ 
                      ○○○○○○ 
                                ○○○○○      ○○ ○○   
 
 
【注】請負者が共同事業体を結成している場合においては、請負者の住所及び氏名の欄には、共同事

業体の名称並びに共同事業体の代表者及びその他の構成員の住所及び氏名を記入する。 
 
     【例】    請負者     ○○共同事業体 
         代表者   ○○林業株式会社 
               住  所      ○○市○○ 
                             代表取締役  ○○ ○○ 
 
              ○○林業株式会社 
               住  所      ○○市○○ 
                             代表取締役  ○○ ○○ 
 



森林事務所

自 至

下刈 2055 わ1 5.91 0.93 4.98
令和８ 年
8月１日

令和８ 年
10月30日

R3 竹田（森）

〃 2054 い1 2.56 0.33 2.23 契約日の翌日
令和８ 年

10月30日
R5 〃

〃 2055 ろ1 3.89 0.69 3.20 〃
令和８ 年

10月30日
R5 〃

〃 2055 と9 1.83 0.03 1.80 〃
令和８ 年

10月30日
R5 〃

〃 2055 と6 3.02 0.53 2.49 〃
令和８ 年

10月30日
R5 〃

〃 2047 へ 0.90 0.10 0.80
令和８ 年
７月１日

令和８ 年
10月30日

R5 〃

〃 2048 ろ1① 0.38 0.38 〃
令和８ 年

10月30日
R5 〃

〃 2048 ろ1①以外 0.89 0.89 〃
令和８ 年

10月30日
R5 〃

〃 2048 は②③以外 1.56 0.04 1.52 〃
令和８ 年

10月30日
R5 〃

〃 2048 は道上 1.42 1.42 〃
令和８ 年

10月30日
R5 〃

〃 2049 に① 1.52 0.05 1.47 〃
令和８ 年

10月30日
R6 〃

〃 2049 に② 0.92 0.92 〃
令和８ 年

10月30日
R6 〃

〃 2049 に③ 1.94 1.94 〃
令和８ 年

10月30日
R6 〃

〃 2049 に④ 0.50 0.08 0.42 〃
令和８ 年

10月30日
R6 〃

〃 2049 に⑤ 0.60 0.60 〃
令和８ 年

10月30日
R6 〃

〃 2049 へ 1.93 0.03 1.90 〃
令和８ 年

10月30日
R6 〃

〃 2049 と 0.10 0.10 〃
令和８ 年

10月30日
R6 〃

〃 42 の① 0.92 0.92
令和８ 年
8月１日

令和８ 年
10月30日

R3 臼杵（森）

〃 42 のお② 0.99 0.99 〃
令和８ 年

10月30日
R3 〃

〃 42 のお③ 0.66 0.66 〃
令和８ 年

10月30日
R3 〃

〃 28 れ 0.99 0.99 契約日の翌日
令和８ 年

10月30日
R5 〃

〃 35 は 4.30 4.30 〃
令和８ 年

10月30日
R5 〃

全区域のアカメカシワ等
木本類は中断から切る

37.73 2.81 34.92

林道刈払 1.60 1.60
令和８ 年
７月１日

令和８ 年
10月30日

竹田（森） 4,000m

〃 0.44 0.44 〃
令和８ 年

10月30日
〃 1,100m

〃 0.40 0.40 〃
令和８ 年

10月30日
〃 1,000m

〃 0.20 0.20 〃
令和８ 年

10月30日
〃 490m

2.64 2.64 〃
令和８ 年

10月30日
〃 6，590ｍ

40.37 2.81 37.56 6,590m

全刈（5）

筋刈（3）

全刈（3）

筋刈（3）

筋刈（3）

筋刈（2）

作　業　内　訳　書

作業種 林小班
作業区分

（下刈年次）

作 業 期 間
植栽年度 備　考

区域面積
(ｈａ)

控除面積
(ｈａ)

契約面積
(ｈａ)

筋刈（2）

筋刈（2）

筋刈（2）

筋刈（2）

全刈（5）

全刈（5）

【留意事項】 １．作業種、林小班、作業区分毎に記入すること。
２．使用材料については、品名、数量を記番毎に記入すること。

三宅山林道
高橋支線

３．各作業毎の作業方法は、作業区分の欄に記入すること。

綿田三宅山
２０５４林道
三宅山林道

高橋支線５８分線
〃

４．使用材料がある場合は、使用材料規格内訳書を添付すること。

合計

計

計

三宅山林道

筋刈（3）

筋刈（3）

筋刈（3）

筋刈（3）

筋刈（3）

筋刈（2）

筋刈（2）

全刈（5）

筋刈（3）

全刈（3）

全刈

〃

〃



 

 

 

 

 

特約事項（造林事業） 

 

農林水産省では、専門家による検討等を重ね、今般、野生いのししにおけるアフリカ豚熱（以

下「ASF」という）の感染確認時の具体的対応が取りまとめられ、都道府県へ通知されたところ。 

ＡＳＦは、ＡＳＦウイルスが豚やいのししに感染することによる発熱や全身の出血性病変を特

徴とする致死率の高い伝染病であり、ダニによる媒介、感染畜等との直接的な接触により感染が

拡大し、有効なワクチンや治療法はなく、発生した場合の畜産業界への影響が甚大であることか

ら、我が国の家畜伝染病予防法において「家畜伝染病」に指定され、患畜・疑似患畜の速やかな

届出とと殺が義務付けられている。 

このことから、請負者は下記の内容について遵守すること。 

 

記 

  

１．平時における対応について  

山林での作業用の靴の履き分けや、下山時や帰宅時の靴及びタイヤの土落とし等、平時にお

ける感染防止対策に協力するとともに、野生いのししの死体発見時には管轄の自治体に速やか

に通報し、当該森林管理署へ連絡すること。 

 

２．感染の疑いが生じた場合の対応 

ＡＳＦ対策として、野生いのししの感染が確認された場合の都道府県が実施する防疫措置に

基づき、消毒ポイントにおける消毒の実施や帰宅後の靴底の洗浄消毒等に協力すること。 

また、都道府県の行う立入制限等の防疫措置等を踏まえ、事業を一時中止する可能性がある

こと。 

  なお、一時中止となった場合は、国有林野事業造林事業請負契約約款第 20条により対応する。 

 

 

 

 

 

 





 

 

 別 紙 
 

特 約 条 件 
 
 
狩猟及び有害鳥獣捕獲の実施に対する安全対策について 
 
１．有害鳥獣捕獲等の情報収集を行い、関係市町村等に対して作業箇所、作業期間等を連 

絡し、入林禁止への協力を求めること。 
 
２．作業開始前に作業地につながっている林道の入り口など（作業道、歩道の入り口等） 

に「作業中発砲禁止」「○km 先に作業中につき入林禁止」等（横断幕、表示板）の表示

をおこなうこと。 
 
３．作業地周辺等については、作業地の入口、作業地に通ずる歩道等の要所に「発砲 禁

止」等の表示をおこなうこと。 
 
４．狩猟及び有害鳥獣の捕獲期間は、呼び笛又はラジオ等により存在を明らかにし服装等 

を目立つものとするよう指導すること。 
 
５．作業地周辺で発砲があり、危険な状態が発生した場合は直ちに作業を中断し呼び笛等 

で存在を知らしめた後、監督員又は本署へ連絡し指示を受けること。 
 
６．狩猟者及び捕獲従事者が入林禁止区域に入ってきた場合は、この区域から直ちに撤退 

するよう申し入れること。 
この申し入れに応じない場合又は異常な行動をとった場合は、監督職員又は本署へ連 

絡し指示を受けること。 



仕様書（下刈）

１．作業方法等

（１）

ア．

イ．

　　　　①【一方刈】

刈幅は列間距離の半分とすること。

　　　　②【一方刈（改良型）】

刈幅は列間距離の半分とすること。

　　　　③【両面刈】

刈幅は列間距離の半分とすること。

　　　　④【交互刈（隔年刈）】

刈幅は列間距離とすること。

ウ． 坪刈

筋刈方法は、下図　　　　とする。

筋刈方法は、原則として等高線刈とする。

現地の状況に応じて、筋刈方法は下図　　に変更できるものとする。

坪刈は、造林木を中心として、半径○○cm以上を刈払うこと。

筋刈

下刈作業仕様書

人力又は人力機械併用による下刈

全刈

全刈は、区域全面を刈払うこと。

（前年） （前年） （前年） （前年）

（前年） （前年）



（２）

２．作業上の留意事項

（１）
（２）

（３）

（４）

（５）

３．その他

その他必要な事項については、監督職員の指示に従うこと。

除草剤による下刈

除草剤による作業要領は、除草剤使用仕様書のとおりとする。

刈払に当たっては、植栽木を損傷しないように注意すること。

刈高は、植栽木の樹高の１／３以下の高さとするが、植付後１・２年の箇所は出
来るだけ低く刈払うこと。
刈払った雑草木等を植栽木に刈掛け、又は、覆いかぶせないよう注意すること。

造林木に巻きついているつる類は、確実に根元を切断すること。

刈払後は必ず見回り、刈払いもれがないようにすること。



 
特記仕様書等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

安全確保に資する衛星携帯電話の利用について 

１. 本事業は、安全確保に資する衛星携帯電話の利用に当たって共通仮設費等へ計上する

ことができる。 

２. 請負者は、あらかじめ事業現場の通話状況を確認した上で、利用する衛星携帯電話を

準備しなければならない。 

３. 請負者は、事業計画書提出後に準備した衛星携帯電話で試験通話を行い、事業現場に

おいて現場代理人が所有している携帯電話が通話不可及び衛星携帯電話が正常に通話

できるか監督職員の確認を受けなければならない。請負者は、監督職員が通話に支障

ありと判断した場合は、発注者と請負者で協議し、衛星携帯電話の変更又は利用を中

止するものとする。 

４. 請負者は、衛星携帯電話の利用に当たって、次の事項を事業計画書に記載し、監督職

員の確認を受けるものとする。なお、事業計画書提出時に利用予定がない場合におい

ても、後日利用を希望する際は、同様に取り扱うものとする。 

①衛星携帯電話事業者名 

②衛星携帯電話サービス名 

③衛星携帯電話及びこれに関連する機器類（以下「使用端末等」という。） 

④利用料金 

⑤利用期間（○月○日～○月○日まで） 

⑥本事業以外の事業への供用の有無 

 他事業名（署名・物件名） 

５. 対象とする経費は、１台分のリース代金を原則とする。ただし、リース不可の場合

は、衛星携帯電話の購入代金を基に損料を算出し、発注者と請負者で協議するものと

する。 

６. 請負者は、事業着手日から事業終了日における衛星携帯電話に関する費用の支払証明

書類等を提出するものとする。なお、事業終了日については、事業終了の見込み日を

協議し、別途定めたみなし日とすることも可能とする。 

７. 対象経費の計上に伴う請負金額の変更は、最終変更契約において行うものとする。 

８. 衛星携帯電話を、本事業以外の事業地で共用することは妨げない。ただし、同一期間

に係るリース料金等を本事業以外の請負契約の経費として計上することはできないも

のとする。また、事業途中で本事業以外でも当試行による衛星携帯電話を供用するこ

ととなった場合には監督職員に申し出ること。 



特記仕様書 
 
 

熱中症対策に資する現場管理費率等の補正の試行について 
 
 
１ 本事業は、日最高気温又は暑さ指数の状況に応じた熱中症対策に資する現場管理費率等の補

正の試行を行う対象事業である。 
 
２ 用語の具体的な内容は、次のとおりである。 
（１）真夏日 

日最高気温が 30 度以上の日（気象庁が公表している地上気象観測所等の気温）又は暑さ指
数（WBGT 値）が 25 度以上の日（環境省が公表している観測地点の暑さ指数）。 

（２）事業期間 
事業着手日から事業終了日までの期間をいう。なお、年末年始休暇分として６日間、７月、

８月又は９月を含む事業では夏季休暇分として３日間、事業中止期間は含まない（事業期間
には不稼働日も含む）。 

（３）真夏日率 
事業期間内の真夏日を事業期間で除した割合をいう。なお、不稼働日は事業期間内の真夏

日に含めないものとする。 
真夏日率 ＝ 事業期間中の真夏日 ÷ 事業期間 

 
３ 請負者は、契約締結後に提出する事業計画書に、事業期間中における気温の計測方法及び計

測結果の報告方法を記載し、監督職員へ提出する。 
なお、当試行に取り組まない場合は、事業計画書への記載は不要である。 

 
４ 気温の計測方法については、事業現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温又は環境

省が公表している観測地点の暑さ指数（WBGT 値）を用いることを標準とする。 
ただし、これによりがたい場合は、あらかじめ監督職員と協議の上、気象業務法施行規則（昭

和 27 年運輸省令第 101 号）第１条の３の表に基づく気象庁以外の者の行う観測の技術上の基
準を満たした方法により得られた事業現場の気温の計測結果又は JISB7922 に準拠した電子式
湿球黒球温度指数計（精度区分クラス２以上）により測定した値を用いることも可とする。 

なお、計測資料の取得又は計測に要する費用は請負者の負担とするものとする。 
  
５ 請負者は、監督職員へ計測結果の資料を提出する。 
 
６ 発注者は、請負者から提出された計測結果の資料を基に補正値を算出し、現場管理費率等に

加算し請負金額の変更を行うものとする。 
補正値（％） ＝ 真夏日率 × 補正係数※ ※補正係数は 1.2 とする。 


















